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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータが配された複数の対応するエレベータロビーから、建物の全てのフロアある
いは全てのフロアよりも少ない選択された複数のフロアへとサービスを行うエレベータ群
（２６～２９）を有するエレベータシステムにおいて、該エレベータシステムは、
　各フロアで前記群の各エレベータに隣接して配設されるとともに、独自の音を発するエ
レベータ特定装置と、
　少なくともメインロビーフロアで、エレベータロビーへの入口またはその付近あるいは
エレベータロビー内の１つまたは複数の位置に配設されるとともに、１つのボタン（７０
）をそれぞれ有する少なくとも１つのフロア選択ステーション（３９ａ）と、
　前記ボタンの操作に応答する手段と、
　を備え、
　前記手段は、（ａ）個々の行き先フロア、および（ｂ）対応するフロア群から選択され
た選択肢を順に言葉によるアナウンスを開始するように、前記ボタンの１回目の操作に応
答し、かつ最後にアナウンスされた（ｉ）フロア、または（ｉｉ）対応するフロア群を選
択として特定するように、前記ボタンの２回目の操作に応答し、
　前記手段は、上昇ピーク時には対応するフロア群をアナウンスし、オフピーク時には個
々のフロアをアナウンスし、
　該手段は、前記エレベータの１つが前記選択として特定された１つまたは複数のフロア
に応答するように割り当てられたことを判断し、
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　その後、（ｉ）前記ステーションにおいて、および（ｉｉ）前記ステーションと同じフ
ロアにおける、前記選択として特定された前記１つまたは複数のフロアにサービスを行う
ように割り当てられた前記１つのエレベータに隣接した前記エレベータ特定装置の１つに
おいて、前記選択として独自に特定される音を発することを特徴とするエレベータシステ
ム。
【請求項２】
　前記音が、１つまたは複数の発信音からなることを特徴とする請求項１に記載のエレベ
ータシステム。
【請求項３】
　前記音の各々が、対応するエレベータに永続的に割り当てられることを特徴とする請求
項１に記載のエレベータシステム。
【請求項４】
　前記音の各々が、前記フロア群の１つに永続的に割り当てられることを特徴とする請求
項１に記載のエレベータシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、どのエレベータが１つまたは複数の隣接する階（フロア）にサービスを行う
かを特徴のある音で特定して、視覚障害者を補助することに関しており、また、色覚障害
者が特定されたエレベータの位置を色や記号によって見つけるのを補助するものである。
【背景技術】
【０００２】
　乗客と適切なエレベータとを結びつけるさまざまな技術が当該技術分野で知られている
。乗客を乗せるために、ある装置群によって特定のフロアにエレベータが呼ばれる。この
装置群は、周知のアップ／ダウン呼びボタンのようにシンプルである。さらに最近の行き
先呼びシステムは、多数のフロアボタンを表示するものや、テンキーの行き先フロア呼び
装置からなるものがある。他の装置としては、特定のフロアでピックアップされる要望、
所望の行き先フロア、および可能であれば行き先フロアへの安全なアクセスを示すように
、ワイヤレス（例えば、電磁放射線（ＲＦ，ＩＲ）を用いる）で作動する携帯型の呼び装
置およびスマートバッジや、カードリーダーなどがある。
【０００３】
　サービスを行うエレベータを乗客に知らせる技術は、エレベータがフロアに近づくと光
るか、または呼びが発生した直後（または、かなりすぐに）に光るアップ／ダウン方向指
示灯（ランタン）のようにシンプルである。遠隔呼び装置や特定の行き先フロア呼び装置
については、呼びに対応するエレベータを示す文字などからなる表示が装置自体に表示さ
れる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　朝のラッシュアワー時など、昇りピークのエレベータ交通は、最も単純な技術では呼び
装置なしで処理されることもあり、乗客は、乗場に着床している（またはまもなく着床す
る）特定のエレベータに乗り込み、そのエレベータがサービスを行うフロア群のフロアを
エレベータ上のパネルで見るだけである。そのようなシステムの一例は、米国特許第４，
８０４，０６９号明細書「隣接階チャネリングエレベータ割り当て（Ｃｏｎｔｉｇｕｏｕ
ｓ　Ｆｌｏｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌｉｎｇ　Ｅｌｅｖａｔｏｒ　Ｄｉｓｐａｔｃｈｉｎｇ）
」に開示されている。これらの装置の問題点は、各エレベータのすぐ近傍の比較的小さな
領域内でしか前記装置を監視することができないため、乗客は乗客の行き先フロアを含ん
だフロア群に割り当てられたエレベータを探さなければならないことにある。これにより
、乗客が混乱したり、動き回ったりすることとなり、乗客を上方へとスムーズに輸送する
ことができなくなる。
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【０００５】
　朝のラッシュアワーの昇りピーク時のエレベータ交通を処理する好ましい方法は、前述
の米国特許第４，８０４，０６９号明細書および米国特許第４，８４６，３１１号明細書
「予測交通量平均化セクター割り当てを有する最適化された上昇ピークエレベータチャネ
リングシステム（Optimized 'Up-peak' Elevator Channeling System with Predicted Tr
affic Volume Equalized Sector Assignments）」に開示されているように、「チャネリ
ング」と称されることもある。この場合、朝のラッシュアワー時には、各フロアは「セク
ター」と呼ばれる種々の群に割り当てられる。後者の場合、セクターへのフロアの割り当
ては、短時間の間隔（２・３分ごと）で特定フロアの予測交通量が変化に応じて変わるの
で、ある１つのフロアは、第１の運行で該フロアより上方に位置する複数のフロアととも
にサービスが提供され、第２の運行で前記フロアより下方に位置する複数のフロアととも
にサービスが提供される場合がある。さらに、建物中で最も高いセクターなど所定のセク
ターは、最上階にいる人が最も高いセクターに依存できるように相対的に不変であっても
よいし、輸送が行われるごとに異なったエレベータにセクターを割り当ててもよい。異な
ったエレベータにセクターを割り当てることは、交通流量を増加させる方法の一つである
。もちろん、これにより、乗客が乗るエレベータを判断することがより困難となる。
【０００６】
　行き先呼びパネルを有するシステムでは、呼び装置に入力したばかりの行き先フロアを
含んだフロア群にサービスを行うエレベータの表示（典型的には文字を用いる）を提供す
ることが知られている。しかし、行き先呼び装置を使用することにより、ラッシュアワー
の交通の流れが鈍化し、特に、建物の入居者（テナント）はエレベータロビー以前に廊下
のある場所から文字を記憶しなければならず、また、文字が通常は毎日異なるということ
から考えて、文字自体によって最良の相互関係が提供されるものではない。
【０００７】
　ＰＣＴ公報、国際公開第０１／７９１０１号パンフレットにおいては、乗客の行き先フ
ロアを含むセクターは色で特定され、かつ同時にそのフロアにサービスを行うエレベータ
は同じ色で特定され、これにより、対応するエレベータロビー内のあらゆる入口や位置か
ら容易に認識することができる。
【０００８】
　セクターへの色の割り当ては、朝のラッシュアワーの上昇ピーク時の交通において、色
を識別できる人には非常に有効な方法であるが、重度の視覚障害者に対しては有効的では
ない。また、記号（アルファベットの文字など）の使用は、色覚障害者であるが視力のあ
る人には有効的であるが、基本的に目の見えない人に対しては有効的ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、ラッシュアワーの昇りピーク時のエレベータ交通において視覚障害者
のために有用な改善；所望の行き先フロアとそのフロアにサービスを行うエレベータとの
間における非視覚的な相互関係；行き先フロアとそのフロアにサービスを行うエレベータ
との間における容易に記憶できる相互関係；およびエレベータをセクターに可変的に割り
当てるエレベータシステムにおいて視覚障害者に対してスムーズな乗客サービスを提供す
ることである。
【００１０】
　本発明によれば、ロビーの廊下におけるステーションは、行き先フロア、または、行き
先フロアを含んだフロアの範囲を特定するために押されるボタンを有し、その呼びに応じ
るエレベータが決定されると、ステーションは、発信音または一連の発信音などの独特な
音を発する。その各エレベータに対応する音は、他のエレベータに対応する音とは容易に
区別され得る。ホールステーションで音が発せられると、エレベータが乗場から離れるま
で、ボタンによって示された要求に応じるエレベータでも音が発せられる。
【００１１】
　本発明のある実施例では、上昇ピーク時にサービスを行うセクター（フロア群）は固定
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されており、したがって、各対応するセクターでサービスが行われるフロアの範囲のみ各
ボタン上に点字が示される必要がある。他の実施例では、Ｎキーサービス要求パネルは、
建物の各フロアについて点字で示されてもよく、そのフロアが現在割り当てられているセ
クターは、フロアボタンが押された際に独特の音によって特定される。
【００１２】
　どちらの実施例でも、視覚的に障害のある乗客は、点字で特定されたボタンに触れて所
望の行き先へ乗員を運ぶかごを決定することで、所望の行き先フロアを含んだフロア群、
または行き先フロア自体を見つけ出すことができる。
【００１３】
　本発明の選択的な特徴は、建物内のフロアの固定されたセクター割り当てに一致するよ
うにセクターボタンを色づけしており、このため、所望であれば、目の見える人々は、セ
クターボタンを押して音を聞くことにより、正しいエレベータに導かれる。
【００１４】
　上記実施例のいずれにおいても、各音は各かごに永続的に割り当てられてもよく、また
、各音は各セクターに永続的に割り当てられてもよい。
【００１５】
　本発明のＮキーの実施例は、上昇ピーク時と同様にオフピーク時にも機能するが、視覚
的障害者は、通常、従来のアップ／ダウンホール呼びボタンを使用してサービスを要求し
、ゴングの音によって対応するかごを見つけ出す。
【００１６】
　本発明の他の実施例では、視覚障害者用に単一のボタンを用いてもよい。ボタンを押す
と、セクター内のフロアのリストがアナウンスされる。行き先フロアがアナウンスされる
と、乗客がボタンを押すことにより、セクターが特定され、独特な音を発する。この音は
該セクターに割り当てられたエレベータで繰り返される。
【００１７】
　本発明の他の目的、特徴および利点は、以下の例示的実施例の詳細な説明により明らか
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１において、エレベータロビーは複数のエレベータ２６～２９を含み、各エレベータ
は、エレベータかご表示装置３２～３５と、その近傍に配設された電子スピーカー３２ａ
～３５ａなどのエレベータかご特定装置と、を有する。各表示装置は、色（網掛けによっ
て色の違いを示している）、および文字や他の記号などの記号を表示することができる。
所望であれば、スピーカーをかご表示装置３２～３５に組み込んでもよい。本発明の所与
の実施においては、記号は、図1に示したような文字でもよいし、幾何学的形状、花、電
光や識別可能で容易に記憶可能な他の記号など他のタイプの記号であってもよい。例えば
、エレベータ表示装置３２は、文字Ａと青色を示している。エレベータ表示装置３３は、
文字Ｂと赤色を示し、エレベータ表示装置３４は、文字Ｃと緑色を表示し、エレベータ表
示装置３５は、文字Ｄと黄色を示している。
【００１９】
　視覚障害者によってサービスの要求があった場合に限ってスピーカーから発信音が発生
する。表示装置３５は黄色であるが、特定の時点における次の運行に備えてどのフロアの
セクターにも割り当てられていないため、現時点では点灯しておらず、何色も示していな
い。または、チャネルを用いるシステムでは一般的であるようにエレベータ２９は各フロ
ア間の交通に割り当てられているため、報知器３５ａから発信音は出ていない。
【００２０】
　エレベータロビーに続く通路には、目の見える人用のフロア表示パネル３９と、視覚障
害者用のステーション３９ａと、が設けられている。エレベータロビーにおける群により
サービスが行われるすべてのフロアは、パネル３９に表示されており、パネルには、単に
階数だけ、または階数および主要テナントが表示されている。しかし、重要なことは、エ
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レベータによりサービスが行われるフロア群は、対応するフロア群にサービスを行うよう
に現在割り当てられている各エレベータに対応したエレベータ表示装置３２～３５によっ
て表示された同じ色、およびスピーカー３２ａ～３５ａからの同じ発信音によって特定さ
れることである。従来のホール呼びボタン４０は、オフピーク時に使用される。
【００２１】
　一実施例では、各フロアは、あるセクターに永続的に割り当てられ、各セクターは、永
続的に割り当てられた色および発信音を有する。そのような場合、朝の昇りピーク時に、
目の見えるビル入居者はフロア表示パネルを見る必要がなく、入居者はどのエレベータ（
あれば）が通常の日常の色を表示しているかを見るだけである。しかし、それほど容易に
音を記憶できるものではないので、視覚障害者は、毎日、所望のセクターボタンを押すこ
とになる。
【００２２】
　動的なチャネリングの場合、チャネリング指令器は、隣接するフロアの複数のセクター
を形成するように、連続的にフロア群を形成する。いくつかのフロアは、新たなセクター
に割り当てられるため、パネル３９上の色および発信音が変わる。パネル３９におけるフ
ロアの色およびスピーカー３２ａ～３５ａからの発信音は、エレベータかごが割り当てら
れてから割り当てられたかごが出発するまで変わらない。サービスが行われているセクタ
ー内のフロアが、連続する別のセクターに移され、パネル３９上のそのフロアの色および
スピーカーの音が、かごが割り当てられた時点でその新しいセクターの色と音に変わる。
ラッシュアワーが進み、いくつかのフロアの割り当てが他のセクターに移動すると、パネ
ル３９上のフロアの配色、対応する文字（Ａ／青、Ｂ／赤、Ｃ／緑、Ｄ／黄）、およびス
ピーカーの音が各フロアのセクター割り当てを反映する。
【００２３】
　図１では、エレベータＡ，Ｂは、上層のフロアにあり、乗客を目的のフロアに運んでい
るか、ロビーへと戻る途中のいずれかである。しかし、これらエレベータは、フロア群に
割り当てられており、エレベータＡは、２階～６階を含んだセクターに割り当てられ、エ
レベータＢは、７階～９階に割り当てられている。エレベータＣは、１０階～１２階に割
り当てられており、現在乗客が搭乗している。
【００２４】
　図１において、キオスク４１はテナントリスト４２を含んでいる。明瞭化を目的として
図示していないが、テナントリストは、所望のフロアを選択する対応のボタンとともに、
種々のテナントフロアにサービスを行うように割り当てられたエレベータを特定する色を
備える。
【００２５】
　図２を参照すると、図１に示された視覚障害者用のステーション３９ａは、複数の点字
選択ボタン４５～５１を備え、（図２では明確に図示していないが）各点字選択ボタンは
、固定されたセクターの割り当て内におけるフロア群を点字で表示している。各ボタン４
５～５１の上に示されているように、ボタン４５は、２階～５階を含むセクターに指定さ
れ、ボタン５１は、２３階～２６階を含むセクターに指定され、他のボタンは、同様にフ
ロア群のセクターに指定されている。ステーション３９ａには、各ボタン４５～５１に固
有の、発信音などの音やトーンの混合からなる音を出す電子スピーカー５４が設けられて
いる。これらの音は、視覚障害者がスピーカー３２ａ～３５ａ（図１）のうち対応するス
ピーカーに隣接するエレベータを探す際に、互いに異なる各々の音を認識できるように十
分に区別できるものである。
【００２６】
　図２の実施例で実行される機能は、図３に示されている。ルーチンはポイント５６から
開始され、第１のテスト５７は、ボタン４５～５１のいずれかが押されたときに起こるボ
タンインタラプト（割り込み）があるか否かを判断する。もしなければ、ルーチンはテス
ト５７の否定的結果へと進む。ボタンが押された場合、ステップ５９は、セクター表示Ｓ
を実際に押されたボタンのセクターと等しく設定する。その後、テスト６０はこの時点で
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セクターＳにかごが割り当てられているか否かを判断する。割り当てられていない場合に
は、ルーチンはテスト６０の否定的結果へと進む。かごがセクターＳに割り当てられてい
る場合には、ステップ６３は、セクターＳを示すスピーカー５４（図２）の一連の発信音
または他の音を含むように本明細書で画定された発信音をステーションにおいて鳴らす。
ステップ６３ａの短いディレイ（遅延）の後、ステップ６４は、セクターＳに割り当てら
れたかご（図１のスピーカー３２ａ～３５ａのひとつ）でセクターＳを示す同じ発信音を
鳴らす。
【００２７】
　その後、テスト６６は、セクターＳに割り当てられたかごが出発したか否かを判断する
。出発していない場合には、ルーチンはディレイ６７によって確立された短い時間（例え
ば、１０秒や他の適切に定められた時間）の間待機し、ステップ６４において、再度、セ
クターＳに割り当てられたかごでセクターＳを示す発信音を鳴らす。これは、セクターＳ
に割り当てられたかごが出発するまで続けられる。このとき、ルーチンは、テスト６６の
肯定的結果によって、別のボタンインタラプトを待つようにテスト５７へと戻る。
【００２８】
　任意選択で、並行処理コンピュータにおいては、１人または複数の乗客が、かごが割り
当てられるか出発するのを待っている間、行き先フロアセクターを他の乗客が選べるよう
な、図３のようないくつかのルーチンおよびそれらの循環的選択があってもよい。図３へ
の代替は、図３と実質的に同一のルーチンを有し、この場合は、各ボタンのステップ５９
が省略可能であり、セクターＳは自動的に個別のルーチンに対応するセクターに指定され
る。
【００２９】
　図４に示した本発明の他の実施例では、ステーション３９ｂは、単一のボタン７０のみ
を有する。図５を参照すると、図４の実施例に対応するルーチンは、ポイント７２から開
始され、第１のステップ７３でボタンインタラプト（割り込み）があるか否かを判断する
。ボタンインタラプトがあった場合、ステップ７５でセクター表示Ｓを１に設定し、セク
ター内の最初と最後のフロアをスピーカー５４（図４）からアナウンスする。その後、ス
テップ７７でタイマーが開始され、テスト７９は、タイマーがタイムアウトであるか否か
を判断する。最初は、タイムアウトではないので、テスト８２が別のボタンインタラプト
があるか否かを判断する。これは、見込まれる乗客が乗客の目的の行き先フロアを含んだ
フロアの範囲を聞いたときに行われる。
【００３０】
　乗客が所望のフロア範囲を聞いたときに、乗客はボタン７０を再度押し、これにより、
テスト８２が肯定的となって、テスト８３に移行し、乗客がボタン７０を押す直前にアナ
ウンスされた前記フロア範囲に対応するセクターにかごが割り当てられているか否かを判
断する。そうでなければ、テスト８３の否定的結果へと進む。
【００３１】
　かごが割り当てられている場合、テスト８３の肯定的結果はステップ８５に進み、ステ
ーション（図４のスピーカー５４）でセクターＳに対応する発信音を鳴らす。ステップ８
６での短いディレイ（遅延）の後、ステップ８７はセクターＳに割り当てられたかごで（
図１のスピーカー３２ａ～３５ａのひとつを介して）セクターＳに対応する発信音を鳴ら
す。
【００３２】
　テスト８９は、セクターＳに割り当てられたかごが出発したか否かを判断する。かごが
出発していない場合、ルーチンはディレイ９０の間待機し、ステップ８７で、再度セクタ
ーＳに対応する発信音をセクターＳに割り当てられたかごで鳴らす。かごが出発すると、
ルーチンは、テスト８９の肯定的結果によって、別のボタンインタラプトを待つようにス
テップ７３へと戻る。
【００３３】
　タイマーがタイムアウトになる時間までに乗客がセクターを選択するボタンを押してい
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ない場合、テスト７９の肯定的結果によってテスト９４に進み、全てのセクターがアナウ
ンスされたか否かを確認する。アナウンスされていない場合、ステップ９６はＳをインク
リメントし、別のセクターがアナウンスされる。全てのセクターがアナウンスされた場合
、ルーチンは、テスト９４の肯定的結果によりテスト７３に戻り、別のボタンインタラプ
トを待つ。あるいは、テスト９４の肯定的結果によって、再び全てのセクターをアナウン
スするようにステップ７５に進んでもよい。
【００３４】
　オフピークのときは、「Ｓ」は個々のフロアを示してもよく、ステップ７６は、全ての
個々のフロアをアナウンスし、テスト８３は、テスト８２におけるボタンインタラプトに
よって選択されたフロアに割り当てられたエレベータに応答してもよい。
【００３５】
　任意選択で、並行処理コンピュータにおいては、１人または複数の乗客が、かごが割り
当てられるか出発するのを待っている間、行き先フロアセクターを他の乗客が選べるよう
な、図５のようないくつかのルーチンおよびそれらの循環的選択があってもよい。
【００３６】
　図６に示された本発明の他の実施例では、ステーション３９ｃは、建物の各フロアの点
字表示付きボタン９３を有する。図７を参照すると、図６の実施例に適した機能を示すル
ーチンは、ポイント９５から開始され、第１のテスト９６は、ボタンインタラプト（割り
込み）を待つ。ボタンが押された場合、ステップ９８で、セクター表示Ｓは、押されたボ
タンに対応するフロアが割り当てられたセクターにセットされる。
【００３７】
　その後、テスト１００は、かごが所望のフロアのセクターに割り当てられているか否か
を判断する。割り当てられている場合、ステップ１０１で、セクターＳに割り当てられた
かごの発信音がステーションのスピーカー５４から発せられる。ステップ１０２の短いデ
ィレイの後、ステップ１０４において、セクターＳに割り当てられたかごの発信音がセク
ターＳに割り当てられたかごで図１のスピーカー３２ａ～３５ａの１つから鳴らされる。
【００３８】
　テスト１０５は、セクターＳに割り当てられたかごが出発したか否かを判断する。出発
していない場合は、ディレイ１０６の後、ステップ１０４で、セクターＳに割り当てられ
たかごで発信音Ｓを繰り返し鳴らす。セクターＳに割り当てられたかごが出発した場合、
ルーチンは、テスト１０５の肯定的結果によって、別のボタンインタラプトを待つように
テスト９６へと戻る。
【００３９】
　ラッシュアワーの上昇ピーク時以外のときは、図７のステップ９８は、「セクターＳ」
をインタラプトされたボタンのフロアであると認識し、これにより、従来のオフピーク時
と同様に、連続したフロア群としてではなく、かごは個別にサービスを行う。
【００４０】
　図３、図５および図７に示された前述の実施例では、ステップ（それぞれ６３，６４；
８５，８７、１０１，１０４）において、所望のセクターＳの発信音（音）が鳴らされる
。しかし、本発明は、対応するかごに各発信音を永続的に割り当て、該かごに永続的に割
り当てられた発信音を乗客の選択に応じて鳴らすことにより実行されてもよい。そのよう
にして、前述のステップは「セクター（Ｓ）の発信音、またはセクター（Ｓ）に割り当て
られたかごの発信音」を意味することを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】エレベータロビーの概略斜視図であって、該エレベータロビーは、ラッシュアワ
ーの上昇ピーク時のエレベータ交通に種々のエレベータがサービスを行うフロア群を特定
する通路フロア表示パネルと、テナントに関する１つまたは複数のフロアが特定される手
段および行き先フロアとして入力された呼びによってテナントを特定するキオスクと、エ
レベータによりサービスが行われる特定された行き先フロアを色（および記号）によって
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表示するエレベータ表示装置と、を有する。
【図２】本発明のエレベータフロア選択ステーションの第１の実施例の正面図。
【図３】図２の実施例において実行される機能の概略的なフローチャート。
【図４】本発明のエレベータフロア選択ステーションの第２の実施例の正面図。
【図５】図４の実施例において実行される機能の概略的なフローチャート。
【図６】本発明のエレベータフロア選択ステーションの第３の実施例の正面図。
【図７】図６の実施例において実行される機能の概略的なフローチャート。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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